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予備費の執行状況の分析 
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決算委員会調査室 櫻井 康平 

 
 

《要旨》 

 一般会計予備費については、コロナ禍で規模が拡大されたものの、国の

決算書ではその執行額が当初予算等の既定経費と区分されていないため、

予備費のみを財源とする経費を特定して執行状況から遡って使用の適切

性を検証することが難しい状況となっていた。そのような中、本院決算委

員会は令和２年度決算の審査において、予備費の執行状況の透明性等に

ついて議論を行い、措置要求決議と会計検査院への検査要請を議決した。 

政府は決議等への対応として３年度分から予備費使用額の執行状況の

公表を開始したが、その内容を分析したところ、予見し難い予算の不足に

充てるために使用決定されたにもかかわらず、その全額が繰越しや不用

となっている実態があること、公表された執行状況に関する資料には分

かりやすさなどの点で課題があることが明らかとなった。 

 

 
１．はじめに1 

（１）コロナ禍で急増した一般会計予備費 

 令和２年初頭から始まったコロナ禍を受け、予見し難い予算の不足に充てる

ために設けられる一般会計予備費の額は急増した。図表１は、平成 27～令和６

年度の一般会計予備費の予算額及び使用額2である。予備費は通常、予算計上の

段階では使途は決められておらず、使用決定の段階で初めて使途が特定される。

一方で、図表中の「特定使途予備費」は、国会の議決に基づき、予備費の使用

 
1 本稿はインターネット情報を含め、令和７年９月 26 日時点の情報を基に記述しており、原則

計数は端数を切り捨て、割合は端数を四捨五入している。 
2 予備費の「使用」とは、具体的には、特定の経費の財源に充てるため予備費から財源を出し

て、新しい項の経費の金額をつくること又は既定の項の金額を追加することにより、その経費

の金額について予算の配賦があったのと同様の効果を生じさせることをいう。したがって、目

的に従って具体的に債務負担を行い、支出を行うことを意味する歳出予算における使用とは意

味合いが異なる。（小村武『予算と財政法［五訂版］』（新日本法規 平 28.8）310 頁及び 318 頁） 
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を一定の使途に限定した3ものであり、昭和 28 年度の災害対策予備費以降、何

度か設けられた例がある（以下、一般会計予備費について、使途が特定されて

いない予備費を「一般予備費」、一定の使途が特定されている予備費を「特定使

途予備費」という。）。その中で、令和２年度以降は新型コロナウイルス感染症

対策、４年度以降は原油価格・物価高騰等対策やウクライナ情勢経済緊急対応

関係といった特定使途予備費を設けることが常態化し、一般会計予備費の予算

額及び使用額を急増させる要因となった。 

 

図表１ 一般会計予備費の予算額及び使用額 

 
（注）１．予算額は補正後予算額。 

   ２．特定使途予備費は複数設置されている場合、合計した値としている。 

   ３．平成28年度の特定使途予備費は「熊本地震復旧等予備費」である。 

（出所）各年度一般予備費及び特定使途予備費の使用総調書を基に筆者作成 

 

（２）国会における議論及び本稿の目的 

予備費は国会の議決に基づいて設けられ、内閣の責任でこれを支出すること

ができる（憲法第 87 条第１項）とされ、国費支出の国会による事前議決の原則

（憲法第 85 条）の例外となっている。一方で、「すべて予備費の支出について

 
3 具体的には、各年度の予算総則においてその範囲を規定している。 
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は、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない」（憲法第 87 条第２項）

とされ、例外とされつつも、国会による事後統制が及ぶようになっている。 

このような中、飽くまで例外として認められている予備費が巨額となってい

ることを踏まえ、国会では、その使用の適切性などが取り上げられ、令和４年

の決算委員会では、後述のとおり、予備費使用額の執行状況の透明性等につい

て議論が行われた。 

議論を踏まえ、４年６月、決算委員会は、予備費等の執行状況の透明性向上

を求める項目を含む「令和２年度決算審査措置要求決議」（以下、予備費に関す

る措置要求決議について、「決議」という。）と共に、国会法第 105 条に基づき

予備費の使用等の状況について会計検査院への検査要請を行うことをそれぞれ

議決した。その後、財務省及び各府省庁は、決議及び検査要請を受けて５年９

月に提出された会計検査院の報告書4（以下「要請報告」という。）を踏まえた

対応として、予備費使用額の執行状況の公表を開始した。 

これまで、巨額の予備費をめぐる議論や会計検査院が政府に対して予備費使

用額の執行状況の公表を求めたことは報じられ5ている一方、実際に政府が公表

した内容を論じた報道・論文は管見の限り見当たらない。そこで、本稿では、

予備費使用額の執行状況に係る公表を時系列で整理し、公表により明らかにな

った内容を分析することで予備費の執行状況やその公表をめぐる今後の課題を

提示することとしたい。 

 

２．決算委員会の決議及び会計検査院の検査前の状況 

執行状況に係る公表の整理・分析に入る前に、決議及び要請報告提出前の状

況を確認する。 

予備費については、一般予備費及び特定使途予備費ともに「予備費使用総調

書及び各省各庁所管使用調書」（以下「予備費使用総調書等」という。）が国会

に提出・公表されている。ここには、予備費を使用した所管府省庁、事項（使

用決定の単位）、予算科目（項及び目）、使用額、説明6、使用決定日等が記され

ているが、これは飽くまで図表２の左側の使用決定までの段階であり、その後

の支出、繰越し及び不用といった執行状況に関する情報は記されていない。一

 
4 会計検査院法第 30 条の３の規定に基づく報告書「予備費の使用等の状況に関する会計検査

の結果について」（５年９月 15 日）<https://report.jbaudit.go.jp/org/pdf/050915_zenbun.

pdf> 
5 例えば、『読売新聞』（令 5.9.16）、『朝日新聞』（令 5.9.16） 
6 使用理由が記載されており、調書上の項目名は「説明」となっている。 
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方で、使用決定後の執行状況が記されているものに決算書がある7。 

図表３が決算書を抜粋したものであり8、予備費使用額が目ごとに示されてい

る（赤枠）。予備費使用額は歳出予算額、前年度繰越額等の既定経費と合計して

歳出予算現額（青枠）とされ、右側の支出済歳出額等（緑枠）は既定経費と予

備費使用額が区分されず一体で記載されている。そのため、予備費使用額のみ

を財源とする目を除き、支出済歳出額、翌年度繰越額及び不用額のうち予備費

使用額を財源とする金額は特定できない状況となっている9。 
 

図表２ 予備費の使用決定・執行の流れのイメージと公表資料の関係 

 
（注）使用決定までは、各府省庁からの使用要求を受けて財務省が調査等を実施した後、閣議を経て使

用決定に至るのが通常の流れとなる（財政法第35条第２項、第３項）。 

（出所）脚注４の資料の図表0-8（21頁）を参考に筆者作成 

  

 
7 このほか、要請報告によれば、「経済対策のフォローアップ」や「行政事業レビューシート」

も予算の執行状況に係る政府の公表資料であるが、予備費使用額を区別した執行状況は明らか

となっていない。 
8 決算委員会の決議は令和４年に議決されたが、図表３は最新の令和５年度決算の決算書から

抜粋している。 
9 予備費使用額のみを財源とする目は非常に少ないため（５年度の場合、一般予備費を使用し

た 91 目のうち７目）、ほとんどの予備費使用額の執行状況は把握できない。 
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図表３ 決算書の状況 

 
（出所）令和５年度各省各庁歳出決算報告書より抜粋（枠囲い及び矢印は筆者） 

 

３．各年度分の予備費使用額の執行状況に係る公表 

次章（４．）以降で予備費使用額の執行状況の具体的な公表内容を確認してい

くが、決議を踏まえて公表されるようになったもの、要請報告を踏まえて公表

されるようになったものなどの関係が複雑なため、図表４に整理した。 

 

図表４ 各年度分の予備費使用額の執行状況に係る公表状況 

 

（注）４．～７．の付番と赤枠は本稿における参照章を表す。 

（出所）各年度の予備費の執行状況に係る公表状況を踏まえて筆者作成 

  

特別会計

決議を踏まえた公表
要請報告を踏まえた

公表

公表までの経緯

令4.6決議
↓

令5.1政府の講じた措
置報告

令4.6検査要請
↓

令5.9要請報告
不明 不明

令和２年度分

３年度分 公公表表あありり

４年度分 公公表表あありり 公公表表あありり

５年度分 公公表表あありり 公公表表あありり 公公表表あありり 公公表表あありり

６年度分 公公表表あありり 今今後後公公表表？？ 公公表表あありり －

公表なし

公表なし

予備費種別等

一般会計

特定使途予備費

一般予備費 特別会計予備費

公表なし４４．．参参照照  

５５．．参参照照  

６６．．参参照照  

７７．．参参照照  
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（注）４．～７．の付番と赤枠は本稿における参照章を表す。 

（出所）各年度の予備費の執行状況に係る公表状況を踏まえて筆者作成 
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令4.6検査要請
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令5.9要請報告
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４年度分 公公表表あありり 公公表表あありり
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予備費種別等

一般会計

特定使途予備費
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６６．．参参照照  

７７．．参参照照  

４．決議後の状況 

（１）決議及び政府の講じた措置の内容 

決算委員会による令和４年６月の決議の内容は図表５のとおりである10。 

 

図表５ 決議（４年６月 13日） 

 
（出所）「令和２年度決算審査措置要求決議」<https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianj

oho/ketsugi/208/k028_061301.pdf>より筆者抜粋（下線は筆者） 

 

委員会の質疑では、コロナ禍で予備費が急増する中、２．で確認したように、

予備費使用額に基づく支出額が特定できない状況や、それにより予備費の使用

が適切であったか否かを検証するのは非常に難しいことが指摘された。これに

対し、鈴木財務大臣（当時）は、「予備費のみを区分管理することについては、

予算の不足を補うという予備費の性格や各省庁の執行管理が複雑化することに

よって追加的事務負担が生じ得るなど実務上の課題があり、予算執行の効率性

を損ないかねない等の観点から慎重に検討すべき課題である」旨答弁しつつも、

「コロナ予備費（筆者注：「新型コロナウイルス感染症対策予備費」）を使用し

た事業等について、その執行の透明性や国民への説明責任は重要であり、事業

所管省庁とともに、丁寧に情報提供できるよう尽力したい」旨答弁しており11、

 
10 決算委員会では、例年、決算の議決に合わせて、行政の制度や事業実施の枠組み等が不正や

無駄の生じる原因となっている場合等において、政府に是正改善措置等を求める「措置要求決

議」を議決しており、同決議はこれに該当する。このほか、政府が行った不当・不適正な事象

や非効率な予算執行等に対し、国会の立場から遺憾の意を込めて警告を発する「内閣に対する

警告」（警告決議）も議決している。 
11 第 208 回国会参議院決算委員会会議録第８号 35 頁（令 4.5.16） 

 

８ 予備費等の予算の執行状況に係る透明性の向上について 
国の決算書は、国会の議決によって成立した予算の執行実績の記録であり、国会が決

算審査を行うに当たり、政府が実施した事業の達成状況や費用対効果等について検証す

るための根拠となる極めて重要なものである。しかし、国が事業実施団体等を通じて行

った一部の事業については、決算書における執行額（国が事業実施団体に支出した額）

と実際に事業実施団体から支出された額は異なり、決算書だけでは実態に即した検証が

行えないものもある。また、決算書の執行額は、当初予算、補正予算、予備費の財源別

に区分して執行されていないことから、予備費を財源とした執行額のみを把握すること

ができず必要な検証を行うことが困難なものもある。 
政府は、財政民主主義の下、国会の決算審査においては、正確かつ実態に即した執行

状況の把握が不可欠であることを改めて認識するとともに、上記の趣旨に鑑みて情報開

示の在り方について検討を行い、予算の執行状況に係る透明性を向上させるべきである。 
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決議はこのような議論を踏まえたものであった。 

政府は、決算委員会の決議に示された是正改善の要求に対して講じた措置に

ついて、通例では議決の翌年１月に「政府の講じた措置」として同委員会に報

告することとなっており、図表５の決議に対して講じた措置として報告された

のが図表６である。下線部のとおり、令和３年度新型コロナウイルス感染症対

策予備費使用に係る執行実績を各府省のホームページに掲載するよう対応した

ことが示されている。 

 

図表６ 決議に対して政府の講じた措置（５年１月 23日提出） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（出所）第211回国会参議院決算委員会会議録第２号50～51頁（令5.4.3）より筆者抜粋（下線は筆者） 

 

（２）公表された執行実績（執行状況）の内容 

図表７は、図表６で各府省のホームページに掲載した旨報告された執行実績

を財務省が取りまとめたものである（以下「決議を踏まえた公表」という。）。 

  

８ 予備費等の予算の執行状況に係る透明性の向上について 

予備費等の予算の執行状況に係る透明性の向上については、適切な情報開示が重要で

あり、財務省において、経済対策などの国民の関心のある各種事務事業で、決算書におけ

る執行実績と実際に事業実施団体から支出された額が異なるものの情報開示に取り組む

よう各府省庁へ周知するとともに、令和３年度新型コロナウイルス感染症対策予備費使

用に係る執行実績を各府省のホームページに掲載するよう適切に対応したところであ

る。今後とも、予算の執行状況に係る透明性の向上に努めてまいる所存である。 
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る。今後とも、予算の執行状況に係る透明性の向上に努めてまいる所存である。 

図表７ 令和３年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費の執行状況

（令和３年度決算時点） 

 

（出所）財務省公表資料<https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/13141377/www.mof.go.jp/policy/

budget/budger_workflow/budget/fy2021/r3yobihisikkou.pdf>より抜粋（赤枠、下線は筆者） 

 

図表下部にある注記２行目のとおり、「既定経費から順次支出したと整理す

るなど、一定の前提を置いて」いるが、初めて予備費使用額の執行状況が明ら

かとなり、３月 25 日に使用決定された３事項（赤枠部分）については、繰越額

以外に金額が記載されていないため、全額繰越しとなっていることが分かった。

ただし、このうち「抗原検査キットの確保」は、全額繰越しであるにもかかわ

らず予備費使用額が 929 億円、繰越額が 928 億円とずれが生じている。これは、

予備費使用総調書等で「928 億 6,422 万 4,000 円」と記載されている金額につ

いて、前者では億円未満四捨五入、後者では億円未満切捨てとしていることに

起因する（注記３行目参照）。繰越額以外は金額ではなく「－」と記載されてい

ることから全額繰越しと推察できるが12、一つの行に四捨五入と切捨ての数字

が併存することで同じ金額の表記にずれが生じ、一見して全額繰越しではない

 
12 図表７の出所資料中には「０」と「－」の違いは明確に記載されていないが、４年度以降の

執行状況の公表（図表 10 以降）では全て「億円未満の端数がある場合は｢０｣と皆無の場合は

｢－｣として表示している」と注記されていることを踏まえると本図表も同様の考え方に基づい

ていると推察される。 
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ように見える記載ぶりは分かりにくいと言わざるを得ない13。 

加えて、各事項には既定経費と併せて支出しているケースもあるところ、事

項別の予算額に占める予備費使用額や、支出済額、繰越額及び不用額のうち予

備費使用額を財源とする金額は明らかにされていない。また、既定経費と予備

費のどちらを優先して支出したのかについては、「既定経費から順次支出した

と整理するなど、一定の前提を置いて」と注記されているのみで、当初予算等

の既定経費を優先的に支出した結果、予備費が支出されず繰越しや不用となっ

たのか、予備費から優先的に支出しても繰越しや不用となったのかなどは判別

できない。 

 

５．会計検査院の指摘後の状況 

（１）決算委員会の検査要請及び要請報告 

決算委員会では、平成９年に設けられた国会法第 105 条の規定による会計検

査院への検査要請制度も積極的に活用している。その中で、決議と同日に図表

８のとおり予備費の使用等の状況について検査要請を行うことが議決された。

また、それを受けて５年９月に会計検査院から提出された要請報告のポイント

は図表９のとおりである。 

 

図表８ 会計検査院への検査要請（４年６月 13日） 

 
（出所）第208回国会参議院決算委員会会議録第９号36頁（令4.6.13）を基に筆者作成 

  

 
13 一つの行に四捨五入と切捨ての数字が併存するのは図表 10 以降の公表でも同様の状況とな

っている。 

 

（１）検査の対象 

内閣、内閣府、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省 

（２）検査の内容 

令和２年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費及び一般会計予備費（新型コロ

ナウイルス感染症対策のために使用したものに限る。）のうち翌年度に繰り越した経費並び

に３年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費に関する次の各事項 

① 予備費を使用して新たに設け又は金額を追加した項の執行状況 

② 予備費の使用状況、特に使用理由及び使用額の積算基礎の状況 
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っている。 

 

（１）検査の対象 

内閣、内閣府、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省 

（２）検査の内容 

令和２年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費及び一般会計予備費（新型コロ

ナウイルス感染症対策のために使用したものに限る。）のうち翌年度に繰り越した経費並び
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図表９ 要請報告（５年９月 15日提出）のポイント 

 
（注）１．（Ａ）～（Ｄ）は後述の具体的な執行状況の公表内容の分析において言及する。 

   ２．会計検査院は、歳出予算現額、前年度繰越額等にそれぞれ含まれる予備費使用額を財源とする

予算に相当する額を「予備費使用相当額」と定義しているが、本稿の「予備費使用額」と同義であ

るため、本稿の本文では予備費使用額に統一して表現する。 

（出所）要請報告に関する「報告のポイント」<https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/5/pdf/050

915_point.pdf>より抜粋（下線は筆者） 

 

要請報告では、検査対象８府省等の実務上の取扱いとして、管理簿等により

予備費使用額の執行状況が区別できるようになっていたことや、予備費使用額

の全額を翌年度に繰り越している事業があったことなどが明らかとなったとし

ている。加えて、決議を踏まえた公表（図表７）については、使用決定の単位

である事項が複数あるものを一つにまとめたものが見受けられ、事項ごとの執

行状況が明らかとなっていないものがあること14、４．（２）で指摘した「既定

経費から順次支出したと整理するなど、一定の前提を置いて」いることについ

て、事項ごとに「一定の前提」を明示したものとはなっていないことも触れら

れている15。 

 
14 要請報告 52～53 頁。具体的に図表７中のどの事項が複数をまとめたものかは明示されてい

ないが、筆者が予備費使用総調書等と比較して確認したところ、８月 27 日使用決定の「適切な

患者療養の確保（治療薬の確保等）」使用額 2,373 億円は「新型コロナウイルス感染症治療薬の

確保に必要な経費」同 2,351.5 億円と「後期高齢者医療給付費負担金等に必要な経費」同 21.3

億円を合計して億円未満を四捨五入した額と一致することから、これを指していると思料され

る。 
15 要請報告 53 頁。会計検査院の多岐にわたる検査結果のうち、本稿では予備費の執行状況の

公表に係る部分にしか触れていないが、検査結果やその後の国会での議論（４．（１）で紹介し

た鈴木財務大臣（当時）のその後の答弁ぶり等）などについては、桑原誠「予備費の使用等の

検査の 
結果 

・８府省等は、実務上の取扱いとして、管理簿等により事業単位で予算の執行管理を
行うなどしていて、財源選択の順序の整理方法（複数ある財源のいずれから支出等
を行うこととするかについての整理の方法）等が異なるものの、予備費使用相当額
の執行状況を区別できるようになっていた 

・予備費使用相当額を他の事業へ流用（異なる予算科目（目）間における法令上の予
算異動）又は目内融通（一つの予算科目内における実務上の予算異動）している事
業や、予備費使用事項１事項に係る予備費使用相当額の全額を翌年度に繰り越して
いる事業が見受けられた 

・予備費使用決定日から年度末までの日数を超える期間等を用いて予備費使用要求額
を積算している事業（いずれの事業も予備費使用事項１事項に係る予備費使用相当
額の全額を翌年度に繰越し）が見受けられた 

所見 

・事業ごとに、事業予算全体の執行状況と併せて、その内訳として予備費使用相当額
の執行状況を公表すること（（ＡＡ）） 

・事業ごとに財源選択の順序の整理方法等を明示すること（（ＢＢ）） 
・予備費使用相当額の流用等又は目内融通を行った場合には、その状況を丁寧に示す
こと（（ＣＣ）） 

・予備費使用相当額について多額の繰越しが生じた場合、特に、予備費使用事項１事
項に係る予備費使用相当額の全額を翌年度に繰り越した場合には、事業の実施、事
業予算の執行等に係る予備費使用決定時の想定、繰越しに至った経緯等を丁寧に示
すこと（（ＤＤ）） 
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検査結果を踏まえ、会計検査院は政府に対し、感染症感染拡大等の非常事態

に緊急的に対処するために特定使途予備費等を使用決定し、予算を執行するに

当たっては、図表９の「所見」に記載した点に留意するなどして、予備費使用

額の執行状況等の公表の在り方について引き続き検討し適時適切に国会及び国

民への情報提供に取り組んでいく必要があると指摘している。 

 

（２）要請報告を踏まえた公表の内容 

政府は、要請報告を受け、決議を踏まえた公表と並行して「令和５年９月 15

日付会計検査院報告（予備費の使用等の状況に関する会計検査の結果について）

を踏まえた公表」と題した特定使途予備費の執行状況を４年度分から各府省等

のホームページで公表した（以下「要請報告を踏まえた公表」という。）。その

うち特徴的なものを抜粋したのが図表 10 及び図表 11 である16。以下、実例を

確認しつつ、その内容を分析していく。 

 

 
状況に関する会計検査の結果－参議院からの検査要請により明らかとなった問題と今後の論

点－」『立法と調査』No.462 号（令 5.12）を参照されたい。 
16 令和４年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費の執行状

況は各事項の所管である内閣（内閣官房）、内閣府、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経

済産業省、国土交通省及び防衛省のホームページでそれぞれ公表されている。 
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図表 10 は、要請報告を踏まえた公表のうち内閣府の例であり、図表中の（Ａ）

～（Ｄ）は図表９の「所見」と対応している部分である。（Ａ）では、事項ごと

に事業予算全体の執行状況と併せて、その内訳としての予備費使用額の執行状

況が公表されている。また、（Ｂ）では、「先入れ先出し執行」（予算配賦の順に

執行する）や「予備費優先執行」（後に配賦された予備費使用額を優先的に執行

する）などの財源選択の順序が明示されており、（Ａ）及び（Ｂ）はおおむね所

見で示された内容に沿っている。 

（Ｃ）は流用等又は目内融通を行った場合の明示であり、内閣府だけでなく

全ての所管省等で令和４年度及び５年度においてはいずれも行っていない旨が

記載されていた。この点、所見で「その状況を丁寧に示すこと」が求められて

いるのは、昭和 29年の閣議決定17において「予備費を使用した金額については、

これをその目的の費途以外に支出してはならない」とされているためである。

このことに鑑みれば、仮に令和６年度以降の予備費の執行において流用等又は

目内融通を行った場合は、その事実のみではなく、それらが目的の費途の範囲

内となっているかも含めて示すことが適当であろう。 

（Ｄ）は繰越しに至った経緯の明示である。所見では、「事業の実施、事業予

算の執行等に係る予備費使用決定時の想定、繰越しに至った経緯等を丁寧に示

すこと」とされている。そこで、「地域女性活躍推進交付金」の記載内容を見る

と、「関係者からの意見を踏まえた計画の見直し」により翌年度に繰り越したと

しているが、これは飽くまで繰越しに至った経緯であり、「予備費使用決定時の

想定」が示されていない点は不十分であると考える。加えて、３月 28 日に使用

決定された「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」については、

使用決定時の想定として年度内に支出する予定であったことやその方法が記載

されているが、同交付金による事業の実施状況については会計検査院が別途検

査しており、「内閣府に対して、予備費使用決定日(５年３月 28 日)から年度末

(５年３月 31 日)までの短期間でどのように執行することを想定していたのか

などについて確認したところ、その内容は判然としなかった」としている18。実

際、（Ｄ）の記載内容にも、３月 28 日～31 日という短期間で 1.2 兆円に上る巨

額の予備費をどのように支出しようとしていたのかについての具体的な説明は

ない。これでは、本当に年度内支出を予定していたのか、翌年度に支出すべく

 
17 「予備費の使用等について」（昭和 29 年４月 16 日閣議決定、最終改正平成 19 年４月３日） 
18 会計検査院「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による事業の実施状況につ

いて」『令和５年度決算検査報告』598 頁 
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17 「予備費の使用等について」（昭和 29 年４月 16 日閣議決定、最終改正平成 19 年４月３日） 
18 会計検査院「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による事業の実施状況につ

いて」『令和５年度決算検査報告』598 頁 

繰越し前提で使用決定したのではないかとの疑問が生じる19。 

そのほか、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」については、繰

越額は「０」（１億円未満）と記載され、994 億円が不用となっている中、繰越

しについては「コールセンター業務の事業計画の見直しのため繰り越した」と

理由が記載されている一方で、不用については理由が記載されていない。確か

に、会計検査院が使用決定時の想定や経緯等を示すよう指摘したのは繰越しに

ついてであるが、1,000 億円近い不用の理由については説明しないというのは

バランスを欠いているのではないか20。また、億円単位による記載というルール

の影響で繰越額とそのうちの予備費使用額双方が「０」となっており、実態が

不明瞭な点にも課題があると考える。 

 

 
19 使用決定されなかった予備費は「不用」となるが、使用決定して各科目に配賦され、翌年度

に繰り越すことができれば、翌年度の予算として活用可能となる。そのため、「省庁は繰越しに

より翌年度も自由に使える予算を確保でき、財務省は巨額の予備費が必要だという判断の妥当

性を示せる」という誘因があるという指摘もある（『毎日新聞』（令 5.9.16）藤井亮二白鷗大学

教授のコメントより）。 
20 このほか、要請報告を踏まえた公表のうち文部科学省の例では「大学生等への新型コロナウ

イルスワクチン接種促進事業（４年４月 28 日使用決定）の予備費使用額 10 億円に対し支出済

み額が「０」（１億円未満）、不用額が 10 億円となっている例もあるが、こちらでも年度初めに

使用決定した予備費使用額の大半が不用となった理由は記載されていない。 
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図表 11 は、要請報告を踏まえた公表のうち経済産業省の例であり、図表中の

（Ａ）～（Ｄ）は図表 10 と同様、図表９の「所見」と対応している部分である。 

（Ａ）～（Ｃ）の状況は図表 10 と同様である。（Ｄ）の「電気利用効率化促

進対策事業」については、多額の繰越しに至った理由として、「各小売電気事業

者等によるデータの処理や連携等に不測の日数を要したため」と説明されてい

るが、同事業の実施状況については会計検査院が別途検査しており、令和５年

度に繰り越した 1,263 億円のうち 1,017 億円（80.5％）は同年度でも支出され

ず不用となったことが明らかとなっている21。 

不用となった理由について、資源エネルギー庁は、「報道機関の世論調査を参

考に小売電気事業者が提供する節電プログラムへの需要家22の参加率を 50％と

見込み、登録支援に係る節電プログラム促進補助金 1,734 億円、節電事務局の

事務費 49 億円、計 1,783 億円と積算して、予備費使用要求額を見積もっていた

が、低圧の需要家の参加率が 10％程度と目標の 50％を大幅に下回ったことな

どから、多額の不用額が生じた」旨説明している23。 

このように、繰り越された額が必ずしも翌年度で支出されるとは限らない。

予備費使用額の繰越しは財務省作成の『繰越しガイドブック』によれば「真に

やむを得ない場合にのみ」行うべきという方針24がある。一方で、翌年度に多額

を繰り越し、その後不用としているケースがあることを踏まえれば、多額の繰

越しが発生している場合には翌年度以降の執行状況も公表するとともに、その

後に不用とした場合、会計検査院が「電気利用効率化促進対策事業」に関する

検査で明らかにしたような理由も明記することが必要であろう25。 

なお、図表 10 と見比べて分かるように、一覧表の平仄（同じ事項（事業）に

複数回の閣議決定をしている場合の書き方等）が府省庁ごとに異なり、財務省

は図表７や後述の図表 12 のようにフォーマットを統一して取りまとめて公表

 
21 会計検査院「電気利用効率化促進対策事業及び電気・ガス価格激変緩和対策事業の実施状況

について」『令和５年度決算検査報告』683 頁 
22 家庭、企業等を指す。 
23 脚注 21 
24 財務省主計局司計課『繰越しガイドブック』（令 6.6）<https://www.mof.go.jp/policy/bud

get/topics/kurikoshi/r6guidebook1.pdf>115 頁 
25 ５年度の特定使途予備費「一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予

備費」では、「地域の実情に応じた低所得者支援及び定額減税を補足する給付に必要な経費」

（５年 12 月 22 日使用決定）１事項で１兆 1,310 億円が使用決定された後、６年度に１兆 710

億円を繰り越している。この点について、７年５月 26 日の決算委員会では、討論において１兆

710 億円の６年度以降の執行状況も公表すべきとの意見が述べられた（第 217 回国会参議院決

算委員会会議録第８号（令 7.5.26））。 
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せず、各府省庁のホームページで公表されている。財務省が各府省庁分を取り

まとめなかった理由は管見の限り明らかとされていない。 

 

６．令和５年度一般予備費の執行状況の公表 

（１）公表内容 

決議を踏まえた公表（令和３年度分～）及び要請報告を踏まえた公表（４年

度分～）はいずれも特定使途予備費に関するものであったが、５年度分は一般

予備費及び特別会計予備費26についても公表された。経緯は管見の限り明らか

にされていないが、「本資料は、各府省等からの提出資料を取りまとめたもの」

として財務省が公表しており、それまで特定使途予備費の執行状況を公表して

きた経緯を踏まえて対応したものと思料される。 

 

図表 12 令和５年度一般予備費の執行状況（令和５年度決算時点） 

 
（注）本図表は財務省公表の３頁にわたる一覧表から抜粋したものである。 

（出所）財務省公表資料<https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2023/r5ipp

anyobihisikkou.pdf>より筆者抜粋（下線は筆者） 

 

図表 12 が財務省ホームページで公表された一般予備費の執行状況である。

図表７と同じフォーマットに財源選択の順序が備考欄に追加されており、この

点は要請報告を踏まえたものとなっている。ただし、図表 10 及び 11 で明らか

 
26 本稿では特に触れていないが、特別会計にも予備費を計上しているものがあり、その執行状

況も５年度から公表されている<https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/bu

dget/fy2023/r5tokkaiyobihisikkou.pdf>。なお、様式は図表 12 と同様である。 
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にされていた（Ａ）事項ごとの事業予算全体の執行状況に占める予備費使用額

（内訳）、（Ｃ）流用等又は目内融通の状況及び（Ｄ）繰越しに至った経緯は記

載されていない。一方で、図表４のとおり、一般予備費と特別会計予備費の執

行状況が公表されたことにより、全ての予備費の執行状況が公表されることと

なった。 

 

（２）公表内容を基にした分析 

図表 13 は、図表 12 で抜粋を示した財務省公表資料の全事項（計 67 事項）に

ついて、予備費使用額に係る支出済額、繰越額及び不用額を確認することで、

年度内に全く支出されず全額が翌年度繰越し又は不用となった事項（以下「年

度内支出なし事項」という。）がどの程度あるかを分析したものである27。 

 

図表 13 年度内支出の有無別の事項数と合計に占める割合 

 

（注）図表12の財務省公表資料を基に分析しているが、同一事項であっても使用決定日が異なる場合、

別事項として計算している（例えば、事項「能登半島地震による被災地域の緊急支援に必要な経費」

は１月９日と１月26日に使用決定されているが、２事項として計算している。）。 

（出所）財務省公表資料<https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2023/r5

ippanyobihisikkou.pdf>を基に筆者作成 

 

67 事項の内訳は、令和６年能登半島地震関係が 61 事項、ＡＬＰＳ処理水関

連の中国等による輸入規制強化を踏まえた水産業支援や鳥インフルエンザの発

生等に伴う家畜伝染病対策等が６事項となっている。まず①全事項を対象に分

析したところ、67 事項のうち年度内支出なし事項は 28 事項（41.8％）で、い

ずれも能登半島地震関係となっていた。次に、②能登半島地震関係 61 事項に絞

ると、年度内支出なし事項数は 28 事項で変わらないため、合計に占める割合が

45.9％に上昇し、使用決定した時期で更に分けて見ると、③１月分（１月９日

 
27 本来的には、「予備費使用額」に対する「繰越額」や「不用額」を基に、例えば「予備費使用

額の総額のうち繰越額や不用額がいくらか」などの分析をしたいところであるが、図表 12 の

金額の単位が１億円単位で、４．（２）のとおり一つの行に四捨五入と切捨ての数字が併存する

形式となっていることから分析が困難である。 

合計（事項数） 年度内支出なし 年度内支出あり

67 28(41.8%) 39(58.2%)

61 28(45.9%) 33(54.1%)

③１月９日・26日使用決定分 42 18(42.9%) 24(57.1%)

④３月１日使用決定分 19 10(52.6%) 9(47.4%)

①全事項

②能登半島地震関係

分類
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及び 26 日使用決定）は 42.9％、④３月分（３月１日使用決定）は 52.6％が年

度内支出なし事項となっていた。１月分の予備費の大半は能登半島地震による

被害に対し「緊急に対応すべき施策」として取りまとめられた「被災者の生活

と生業（なりわい）支援のためのパッケージ」28に関するものであるが、緊急に

対応すべき施策に関して使用決定された事項の４割超が翌年度に繰越し又は不

用となっている実態が明らかになった。そもそも使用決定時の想定が本当に被

災地のニーズに合っていたのか、補正予算案を編成せずに予備費を活用して機

動的に手当てするとしていた支援29が本当に被災者に届いたのだろうか、とい

う疑問が生じる。また、１月分より年度末に近い３月分において年度内支出な

し事項の割合が上昇するが、予備費の趣旨やその使用額の繰越しは「真にやむ

を得ない場合にのみ」行うという方針30を踏まえれば、年度内に支出しなかった

理由について丁寧な説明が求められよう。 

とりわけ、１月 26 日使用決定分に着目すると年度内支出なし事項 18 事項中

２事項が全額不用となっており、その概要が図表 14 である。 

 

図表 14 全額不用の事項（１月 26日使用決定分） 

（出所）財務省公表資料<https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2023/r5ipp

anyobihisikkou.pdf>を基に筆者作成 

 

 

 
28 令和６年能登半島地震非常災害対策本部「被災者の生活と生業（なりわい）支援のためのパ

ッケージ」（令 6.1.25）<https://www.bousai.go.jp/pdf/240125_shien.pdf> 
29 鈴木財務大臣（当時）は、補正予算ではなく予備費で対応することについて「被害の全容が

明らかでない中で補正予算を組むとなると予算の使いみちを決めなければならないので、機動

的対応という意味でも予備費で対応する方が現実的」である旨述べている。（鈴木財務大臣兼内

閣府特命担当大臣初閣議後記者会見の概要(令和６年１月９日)<https://www.mof.go.jp/publ

ic_relations/conference/my20240109.html> 
30 脚注 24 

所 管 事 項 使用額 説 明 

内閣府 
能登半島地震によ

る被災地域の緊急

支援に必要な経費 
12 億円  

令和６年能登半島地震により災害を

受けた地域において、避難生活の安

心を確保するため、応急的に必要な

物資の緊急支援に要する経費の予算

の不足を補うため 

農林水産省 
農家等の営農再開

支援に必要な経費 
２億円  

令和６年能登半島地震により災害を

受けた農家等の営農再開を支援する

ため、民間団体等が行う持続的生産

強化対策事業に要する費用を補助す

る経費を支出するため 

32経済のプリズム No248 2025.10



及び 26 日使用決定）は 42.9％、④３月分（３月１日使用決定）は 52.6％が年

度内支出なし事項となっていた。１月分の予備費の大半は能登半島地震による

被害に対し「緊急に対応すべき施策」として取りまとめられた「被災者の生活

と生業（なりわい）支援のためのパッケージ」28に関するものであるが、緊急に

対応すべき施策に関して使用決定された事項の４割超が翌年度に繰越し又は不

用となっている実態が明らかになった。そもそも使用決定時の想定が本当に被

災地のニーズに合っていたのか、補正予算案を編成せずに予備費を活用して機

動的に手当てするとしていた支援29が本当に被災者に届いたのだろうか、とい

う疑問が生じる。また、１月分より年度末に近い３月分において年度内支出な

し事項の割合が上昇するが、予備費の趣旨やその使用額の繰越しは「真にやむ

を得ない場合にのみ」行うという方針30を踏まえれば、年度内に支出しなかった

理由について丁寧な説明が求められよう。 

とりわけ、１月 26 日使用決定分に着目すると年度内支出なし事項 18 事項中

２事項が全額不用となっており、その概要が図表 14 である。 

 

図表 14 全額不用の事項（１月 26日使用決定分） 

（出所）財務省公表資料<https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2023/r5ipp

anyobihisikkou.pdf>を基に筆者作成 
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受けた農家等の営農再開を支援する
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強化対策事業に要する費用を補助す

る経費を支出するため 

内閣府が所管する「能登半島地震による被災地域の緊急支援に必要な経費」

（使用額 12 億円）は「応急的に必要な物資の緊急支援に要する経費の予算の不

足を補うため」に使用決定されたものであり、早期に支出して避難生活の安心

の確保に充てられるべきものである。この経費の不用理由についても、丁寧な

説明が求められよう31。 

図表 12 の資料の公表により、一般予備費においても予備費使用額が翌年度

に繰越し又は不用となっている実態が明らかとなったが、図表 13 及び 14 の分

析を踏まえると、政府には翌年度繰越しや不用となった理由について、説明不

足な部分があると言わざるを得ない。 

 

７．令和６年度一般予備費の執行状況の公表 

直近の動向として、令和６年度の一般予備費についても図表 15 のとおり公

表された32。 

 

図表 15 令和６年度一般予備費の執行状況（令和６年度決算時点）

 
（注）本図表は財務省公表の３頁にわたる一覧表から抜粋したものである。 

（出所）財務省公表資料<https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2024/r6ipp

anyobihisikkou.pdf>より筆者抜粋 

 

 

 
31 この点に関連し、５年度の予備費が審査された７年５月 26 日の決算委員会では、討論にお

いて、多数の年度内支出なし事項及び「能登半島地震による被災地域の緊急支援に必要な経費」

で全額不用が発生していることについて、使用決定しても実際に被災地のために使われなけれ

ば意味がない旨の意見が述べられた（第 217回国会参議院決算委員会会議録第８号（令7.5.26））。 
32 ６年度の特定使途予備費については、決議を踏まえた公表は図表 15 と同じフォーマットで

行われた<https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2024/r6bukkay

obihisikkou.pdf>が、要請報告を踏まえた公表は管見の限り見当たらず、今後公表されるもの

と思われる。また、６年度の特別会計予備費についてはそもそも使用決定されていないため執

行状況は公表されていない。 
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本図表では、金額が千円単位に変更されるとともに、７年度に繰り越した額

について備考欄においてその後の執行状況が説明されている点が改善されてい

る。一方、図表 12 について指摘した（Ａ）事項ごとの事業予算全体の執行状況

に占める予備費使用額（内訳）、（Ｃ）流用等又は目内融通の状況及び（Ｄ）繰

越しに至った経緯が記載されていない状態は続いている。特に、（Ｄ）の繰越し

に至った経緯は記載せずに、繰り越した後の執行状況だけを記載する対応は不

十分と言わざるを得ない。一方、金額が千円単位となったことで、脚注 27 のと

おり令和５年度一般予備費の執行状況では難しかった「予備費使用額」に対す

る「繰越額」や「不用額」を基にした分析も視野に入るが、データによる詳し

い分析は今後の課題としたい。 

 

８．まとめ（考察） 

（１）予備費使用額の繰越し及び不用の実態 

予備費使用額の繰越しについては、５．（２）②で触れたとおり、財務省作成

の『繰越しガイドブック』において「真にやむを得ない場合にのみ」行うとさ

れている33にもかかわらず、決議及び要請報告を踏まえた執行状況の公表によ

り、多額の繰越しが行われている実態が明らかになった。また、令和５年度決

算検査報告において指摘されたように、年度内にどのように執行する想定だっ

たのかが判然としないもの（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金）や、翌年度への多額の繰越しを行った上で不用となっているもの（電気利

用効率化促進対策事業）もあることを併せて考えると、「予見し難い予算の不足」

に充てて年度内に執行し、「真にやむを得ない場合にのみ」繰り越すという原則

が守られているとは言い難い。また、災害を受けた緊急対策のために使用決定

されたにもかかわらず全額が不用となった事例があることも明らかとなった。

不用理由の記載や多額の繰越しを行った場合の翌年度以降における執行状況を

公表することは、憲法や財政法等の趣旨にのっとって予備費が執行されている

かどうかを確認する上で、また、決議や会計検査院の所見を踏まえた対応に実

効性を持たせる上で重要であると考える。 

 

 

 

 
33 脚注 24 
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33 脚注 24 

（２）公表資料の一本化及び分かりやすく充実した情報提供の必要性 

特定使途予備費については、図表４のとおり、決議を踏まえた公表と要請報

告を踏まえた公表が併存している。そのため、令和５年度一般会計原油価格・

物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費の執行状況は、図表 16 及び

17 のとおり、ほぼ同趣旨のものが二つ公表された。作業の重複や閲覧する側の

混乱を避ける観点からも、より情報が充実している要請報告を踏まえた公表に

一本化するとともに、５．（２）②で触れたとおり各府省庁がそれぞれのホーム

ページで統一感なく公表しているものを財務省が取りまとめて一覧で確認でき

るようにするなど、国民にとって分かりやすく、内容の充実した一覧の公表が

望まれる。 

 

図表 16 決議を踏まえた公表 

 
（出所）内閣府公表資料<https://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/r05/yobihikouhyou_bukka_05.pdf> 

 

図表 17 要請報告を踏まえた公表 

 
（出所）内閣府公表資料<https://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/r05/yobihikouhyou_houkoku_05.pdf> 
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９．補論（決算書データに基づく分析） 

本論で述べてきたように、決議や要請報告を踏まえた公表により、予備費の

執行状況が一定程度明らかになってきている。一方で、決議や要請報告が行わ

れる前から存在する決算書の情報ではどこまで分析ができたのだろうか。 

この点、予備費と同様に当初予算や前年度繰越額等と一体として執行される

補正予算について令和５年度決算検査報告で分析した会計検査院の手法が参考

になる34。会計検査院はその分析の中で、令和４年度一般会計補正予算によって

歳出の追加があった予算科目 1,285 目のうち、歳出追加額の全額と同額が翌年

度に繰り越されている科目数が 197 目、歳出追加額の全額に相当する額を超え

る額が翌年度に繰り越されている科目数が 355 目あることを明らかにし、それ

を散布図にすることで、補正予算によって歳出追加された科目のうち 552 目

（43.0％）の科目において歳出追加額と同額又はそれを超える繰越しが発生し

ている実態を視覚的に明らかにした。 

これと同様の手法を６．で扱った５年度の一般予備費に適用したものが図表

18 である。 

 

図表 18 予備費使用科目における繰越・不用率との予備費率関係 

 
（出所）令和５年度一般会計歳入決算明細書及び歳出決算報告書（科目別内訳）【Exc

el版】を基に筆者作成 

 
34 会計検査院「一般会計の補正予算の執行状況等について」『令和５年度決算検査報告』546～
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本図表では、令和５年度の歳出決算報告書（科目別内訳）の Excel データを

活用し、科目別の繰越・不用率（年度内支出されていない額（翌年度繰越額＋

不用額）÷歳出予算現額）を縦軸に、予備費率（予備費使用額÷歳出予算現額）

を横軸に置き、計 91 目のデータが当てはまるところに点を打って示した（プロ

ットした）ものである。これにより、赤い 45 度線上に位置するデータは予備費

使用額と同額が繰越し又は不用になっていること、ピンク色に塗った部分に位

置するデータは予備費使用額を超える額が繰越し又は不用になっていることが

視覚的に把握でき、多くの目で予備費使用額以上の額が翌年度に繰越し又は不

用となっていることが分かる。 

具体的には、予備費を使用した 91 目のうち１目で予備費使用額と同額が繰

越し又は不用となっており、70 目で予備費使用額を超える額が繰越し又は不用

となっていたため、計 71 目（78.0％）で予備費使用額以上の額が翌年度に繰越

し又は不用となっていることが分かった。この結果から、予見し難い予算の不

足に充てるために使用決定された予備費が実際にはその多くを翌年度に繰り越

したり、不用として使い残したりしているとの結論を導けそうであるが、一方

で、２．で触れたとおり決算書のデータは予備費使用額と歳出予算額等の既定

経費が一体となったものである。そのため、実際に繰越し又は不用となってい

るのが予備費使用額なのか、既定経費なのかは分からないという限界がある。

この点を踏まえても、決議や要請報告を踏まえた公表により、予備費の執行状

況が明らかになってきていることには大きな意義があると言えよう。 

 

（内線 75344） 
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